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成増サッカークラブのご紹介

成増サッカークラブについて
成増サッカークラブへ入会をご検討頂きありがとうございます。 当クラブは、
1977年の設立以来、小学生を対象とした街クラブとして活動を続けています。
学校や学年の枠を超え、多くの仲間とサッカーを通じ「楽しさ」「悔しさ」
「喜び」等が子供達の人生の糧となるように、保護者、OBが中心となって活動
しているサッカークラブです。
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クラブ概要

保育園・幼稚園（4歳～）、小学1年生から6年生対象学年

赤塚小学校、赤塚第二中学校、板橋区や近隣で活動中練習場所

土曜日・日曜日・祝日 ※学年により異なります練習日

学年、練習場所により異なります練習時間

¥1,000入会金

¥5,000 （兄弟割:2人目¥4,800・3人目¥4,600）月会費

http://nssc11.com/ホームページ

nssc11@yahoo.co.jp (お問合せ用）メール



体験練習・入会申込
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体験練習

体験練習の申込
入会前に体験練習に参加する事ができます。回数制限はありません。
参加希望の方は事前に成増サッカークラブのホームページからご連絡
をお願い致します。

成増サッカークラブ ホームページ
http://nssc11.com/

持ち物
体験練習に参加の際は下記をご用意ください。

• 運動のできる服装、靴（指定はありません）
• 水筒、タオル
• サッカーボール（４号球が無い場合はクラブでお貸しします）

入会申込
入会には「申込書」（本資料掲載）に入会金1,000円を添えて、
担当コーチまたはスタッフに提出をお願い致します。
月会費は指定口座に入金をお願い致します。（入会月は無料です）

申込書を受領後に選手の背番号をお伝え致しますので、クラブ指定店
でユニホームの作成お願い致します。



月会費について
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月会費の口座振込について
月会費は月末までに翌月分を指定口座へ振込みをお願いします。

• 入会金は現金で入会届けとともにスタッフへ提出ください
• 数ヶ月分まとめての振込みも可能です
• 入部した月の会費は無料です
• 振込み手数料は会員のご負担となります

振込み口座
みずほ銀行銀行名

成増支店（店番 239）支店名

普通口座口座種別

1423353口座番号

成増サッカークラブ口座名義

5,000円 （兄弟割:2人目4,800円・3人目4,600円）月会費

口座振込時のお願い
口座振込み時は、お子様の学年＋お子様のお名前 で振込みをお願
い致します。また、お子様のお名前はカタカナで入力してください。

保護者名ﾅﾘﾏｽ ﾊﾊ× 背番号＋保護者名10 ﾅﾘﾏｽ ﾊﾊ

背番号＋選手名10 ﾅﾘﾏｽ ﾀﾛｳ

選手学年＋選手名6ﾈﾝ ﾅﾘﾏｽ ﾀﾛｳ○
選手学年＋選手（兄弟）6ﾈﾝ ﾅﾘﾏｽ ﾀﾛｳ 3ﾈﾝ ﾅﾘﾏｽ ｼﾞﾛｳ



準備頂くサッカー用品①
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 ユニフォーム

スエスポーツ（クラブ指定店）
住所:板橋区成増2-9-5
電話:03-3977-8864

※ユニホームを購入する際には本資料をお店に持参ください。

★成増サッカークラブの選手とお伝え頂くと
サッカー用品購入時に割引となります!

持ちものは全てクラブ名（NSC）と選手名を記入してください

公式戦やクラブか指定があった際には下記のユニホームを着用ください。
（原則、クラブからの貸出しはありません）
ただし、練習時はユニホームの着用は必要ありません。

クラブTシャツ

試合などの移動時
合宿ﾔクラブイベント等の際に着用します。



準備頂くサッカー用品 ②
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 サッカーボール
日本サッカー協会（JFA）検定球４号を使用します。
メーカー、色、デザインの指定はありません。

 トレーニングシューズ
サッカー用のトレーニングシューズです。メーカー、色、デザインの指定はありません。

○ 紐タイプ ○ 紐＋マジックテープ
タイプ

〇 マジックテープ
タイプ

 レガース（シンガード）
サッカー用のすねあてです。
サイズのあったものを購入ください。
メーカー、色、デザインの指定はありません。

 サッカーバッグ
ボール、水筒、タオルやお弁当などが入る
大きめのサイズをオススメします。
メーカー、色、サイズの指定はありません。

 水筒
練習や試合の時に個人で使う水筒です。
メーカー、色、サイズの指定はありません。



スポーツ保険について①
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当クラブでは、活動中の万一の事故やケガに備えて、全ての選手は (公財)ス
ポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入しています。

スポーツ安全保険
https://www.sportsanzen.org/hoken/

保険の概要
スポーツ安全保険は、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活
動（社会教育活動）に参加できるようにするため、小さな掛金で大きな補償が
得られる保険です。

傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険特約・スポーツ安全協会傷害保険特約
（学校管理下外担保）・突然死葬祭費用担保特約付帯普通傷害保険）および賠
償責任保険（スポーツ安全協会賠償責任保険特約等付帯施設賠償責任保険およ
びスポーツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担保）付帯普通傷害保険賠償
責任担保条項）によって構成されています。

急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後
遺障害、入院、手術、通院を補償

※熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒も対象となりま
す。ただし、ＡＷ区分で加入の場合でも「団体活動中およ
びその往復中」のみが対象となります。

障害保険

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法
律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償賠償責任保険

突然死（急性心不全、脳内出血などによる死亡）に際し、
親族が負担した葬祭費用を補償
※ＡＷ区分で加入の場合でも「団体活動中およびその往
復中」のみが対象となります。

突然死葬祭費用
保険

補償できる事故



スポーツ保険について②
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加入手続きを行った「団体の管理下」における団体活動中
の事故

※ＡＷ区分に限り、「団体活動中およびその往復中」以外
の事故も対象となります。ただし、熱中症、細菌性・ウイ
ルス性食中毒および突然死を除きます。

団体活動中

加入手続きを行った団体が指定する集合・解散場所と被保
険者の自宅との通常の経路往復中

※自動車運転中の事故は、賠償責任保険の対象とはなりま
せん。ただし、被保険者自身のケガは傷害保険の対象とな
ります。

団体活動への
往復中

「団体管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督
者等の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。

活動場所への集合→準備→活動→後片付け→解散

※合宿中などの場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となり、
その間の休憩中なども含まれます。

団体管理下とは

補償範囲

スポーツ安全保険は日本国内での次の事故が対象となります。
（学校管理下を除く）

学校管理下の活動は対象となりません
学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、高等専門学校、特別支援学校および児童福祉法に基づく保育所が組
織する団体（学校部活動等）における児童、生徒、学生または幼児の事故の場
合、保険金請求時に学校管理下でないことの学校⾧の証明が必要となります。
学校管理下か否かは学校⾧の判断によります。



成増サッカークラブ入会申込書

会員氏名
（漢字）

会員氏名
（かな）

年学年小学校学校名

型血液型男・女性別年 月 日生年月日
（西暦）

母・父続柄
保護者
氏名

〒住所

携帯
電話メール

登録した保護者に連絡がつかない場合の緊急連絡先を記入ください

緊急時
連絡先

このページを切り離して、入会金（1,000円）とともに、
担当コーチ、スタッフへ提出ください

氏 名

携帯電話

背番号
クラブ
記入

成増サッカークラブに入会を希望するため、入会金1,000円を添えて申し込みい
たします。

記入日 年 月 日

保護者氏名 印


